
規 則

�愛媛県規則第１９号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則を次のように定める。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成２７年政令第３１８号）第１条第２項の規則で定める地方公共団体の機関、そ

の長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものと

する。

知事 知事が任命する職員

議会の議長 議会の議長が任命する職員

代表監査委員 代表監査委員が任命する職員
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告 示
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�愛媛県告示第３７８号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� ２―｛［ビス（４－フルオロフェニル）メチル］スルフィニ

ル｝アセトアミド（通称名Bisfluoromodafinil）及びその塩類

� ２―（４―フルオロフェニル）―３―メチルモルフォリン

（通称名４―ＦＰＭ）及びその塩類

� Mitragyna speciosa及びその近縁植物（通称名Kratom）（た

だし、Mitragynine又は７ａ―Hydroxy―７Ｈ―mitragynineを

含有するものに限る。）

� （Ｅ）―メチル＝２―｛（２Ｓ，３Ｓ，１２ｂＳ）―３―エチ

ル―８―メトキシ―１，２，３，４，６，７，１２，１２ｂ―オク

タヒドロインドロ［２，３―ａ］キノリジン―２―イル｝―３

―メトキシアクリラート（通称名Mitragynine）及びその塩類

� （Ｅ）―メチル＝２―｛（２Ｓ，３Ｓ，７ａＳ，１２ｂＳ）―

３―エチル―７ａ―ヒドロキシ―８―メトキシ―１，２，３，

４，６，７，７ａ，１２ｂ―オクタヒドロインドロ［２，３―ａ］

キノリジン―２―イル｝―３―メトキシアクリラート（通称名

７ａ―Hydroxy―７Ｈ―mitragynine）及びその塩類

� Ｎ―（２―フェニルプロパン―２―イル）―１―［（テトラ

ヒドロ―２Ｈ―ピラン―４―イル）メチル］―１Ｈ―インダゾ

ール―３―カルボキサミド（通称名CUMYL―THPINACA）及

びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物。

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

平成２８年３月１９日

人事委員会 人事委員会が任命する職員

公営企業管理者 公営企業管理者が任命する職員

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第３７９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに西予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

スーパードラッグコスモ
ス宇和店

西予市宇和町上松葉
１７９番１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては代表者の氏
名

ＪＡ三井リース株式
会社
代表取締役
安田 義則
東京都品川区東五反
田二丁目１０番２号

ＪＡ三井リース株式
会社
代表取締役
�橋 則広
東京都中央区銀座八
丁目１３番１号

平成２８年
１月４日
ほか

平成２８年
３月２２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに西予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号

２９７



�愛媛県告示第３８０号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２８年２月愛媛県

告示第１９８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を西予市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西予市城川町遊子谷４１７
東宇和郡城川町大字遊子谷１６５
番戸
福 島 勝 治

森林所有者

西予市城川町遊子谷４３６、
４３８

東宇和郡野村町大字野村１３号
２８８番地
高 橋 アサ子

〃

西予市城川町遊子谷４５３
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
９番耕地２２４番地
稲 垣 勝 信

〃

西予市城川町遊子谷４５５
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
９番耕地２６３番地
稲 垣 智 子

〃

西予市城川町遊子谷４５７
東宇和郡城川町大字遊子谷９
番耕地２６３番地
稲 垣 智 子

〃

西予市城川町遊子谷４６３、
４６６、５９０、５９１

東宇和郡城川町大字遊子谷２７９
番地
福 島 武四郎

〃

西予市城川町遊子谷４７７、
５９４

東宇和郡城川町大字遊子谷９
番耕地２８６番地
三 瀬 利 雄

〃

西予市城川町遊子谷４７８
東宇和郡城川町大字遊子谷４８０
番
三 瀬 利 雄

〃

西予市城川町遊子谷５８６、
６３２、６３４から６３６まで

山口県宇部市沼二丁目２番１８
－８号
兵 頭 勇

〃

西予市城川町遊子谷５９３、
４９８９

宇和島市大浦甲４９番地１

別 宮 興 仁
〃

〃
大阪市淀川区西宮原三丁目３
番２－２０５号
別 宮 重 威

〃

〃
松山市大手町一丁目７番地４

別 宮 萌
〃

〃
大阪市都島区都島本通三丁目
１５番２４号
別 宮 有 道

〃

西予市城川町遊子谷５９５、
６５４、７３３

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
８番耕地１７８番地
酒 井 豊

〃

西予市城川町遊子谷６２７
東宇和郡城川町大字遊子谷９
番耕地２２８番地
井 上 義 晴

〃

西予市城川町遊子谷７３４、
８７４

東宇和郡城川町大字遊子谷７１３
番地
酒 井 善 雄

〃

西予市城川町遊子谷７３５
東宇和郡城川町大字遊子谷８
番耕地１７８番地
酒 井 豊

〃

西予市城川町遊子谷８８３、
８９０、９１４の１

東宇和郡城川町大字下相４番
耕地７６番地
松 本 進

〃

西予市城川町遊子谷９１５
東宇和郡土居村大字嘉喜尾７
番耕地２４５番地
河 野 熊 吉

〃

西予市城川町遊子谷９１７、
９１９、４３６７、４４２６、４４２８、
４４２９、４４３１、４４３２、４４３５、
４５３４、４５９８、４６２４、４６２９、
４６４７の１、４６５０、４６８９、
４７０４、４７１３の１、４７８４の
１、４７９９、４８３１、４８４９、
４９３８、４９３９、４９４１、４９４５、
４９５３、４９５６、４９６１、４９６４、
５０００、５００６、５０１０、５０２６
の１、５０２６の２

東宇和郡城川町大字遊子谷
４４７３番地
橡 木 亀 男

〃

西予市城川町遊子谷９７７、
１０４４、１３２９の１、１４０４

東宇和郡野村町大字野村１１号
３７５番地
稲 田 義 幸

〃

西予市城川町遊子谷９８５、
１０００、１００１、１０９４、１３３５、
１３３７

東宇和郡城川町大字遊子谷
２３９７番地
浦 部 有 毅

〃

西予市城川町遊子谷９９４
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
７番耕地１９１番地
河 野 政 雄

〃

西予市城川町遊子谷１００８
の１、１００８の２、１０５４、
１４８３の１

東宇和郡城川町大字遊子谷
１１６２番地
矢 野 照 子

〃

西予市城川町遊子谷１０１１
喜多郡河辺村大字山鳥坂４２４
番地
冨 永 徳 光

〃

西予市城川町遊子谷１０１３
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
９番耕地１５９番地
井 上 宇太一

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１６３番地１
井 上 �太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１８２番地
岡 武 光

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地８４番地１
河 野 市太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１９１番地
河 野 忠三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地２０３番地
今 宮 幾治郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地４７番地
細 川 佐太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１５５番地
三 瀬 作 藏

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１９７番地
山 本 安 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１５８番戸
酒 井 廣 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１２２番地１
小 川 惣五郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地３１４番地１
松 本 金 寅

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１８４番地
須 上 長 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地８３番地
西 村 定 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地６９番地
棟 田 正 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地１６５番地１
棟 田 定 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地６５番地１
棟 田 末 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地１９０番地
冨 永 アサノ

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１６３番地１
矢 野 倉 治

〃

西予市城川町遊子谷１０１３、
１５０８

東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１２８番戸
稲 田 力 藏

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１４５番戸
松 浦 藏 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地５９番地
矢 野 説 藏

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地１５４番地
勇 増治郎

〃

西予市城川町遊子谷１０４５
福岡市博多区三王一丁目１４番
４－４０６号
稲 田 利 光

〃

西予市城川町遊子谷１０５２
の１

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
７番耕地４３番地
小 野 大三郎

〃
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西予市城川町遊子谷１０５２
の２

東宇和郡城川町大字遊子谷７
番耕地４３番地
小 野 大三郎

〃

西予市城川町遊子谷１０８７、
１３５０、１４６０の１

岡山市南古都１３４番地２３０

大 政 トミ子
〃

西予市城川町遊子谷１２１６
の１、２５９１、２８５８、３９１５
の１から３９１５の３まで、
３９８９

東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１１番地４
大 塚 佳 代

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１１番地４
大 塚 徹

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１１番地４
大 塚 展 子

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１１番地４
大 塚 平

〃

西予市城川町遊子谷１２１８
の１、１２１８の２

東宇和郡城川町大字嘉喜尾イ
４１番戸
水 本 休 一

〃

西予市城川町遊子谷１２２２
東宇和郡城川町大字遊子谷７
番耕地８４番地１
河 野 市太郎

〃

西予市城川町遊子谷１２２５、
１９９８ 山 本 金 学 〃

西予市城川町遊子谷１２２６
北宇和郡三間町大字宮野下１１６
番地４
浦 部 勝 二

〃

西予市城川町遊子谷１２９０
東宇和郡宇和町大字伊延６の
８３番地
伊 藤 ナ ミ

〃

西予市城川町遊子谷１２９５、
１４１０

東宇和郡城川町大字遊子谷１２８
番地
稲 田 力 藏

〃

西予市城川町遊子谷１２９７
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１１８番戸
吉 岡 ナ ツ

〃

西予市城川町遊子谷１３０１、
１３０５

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１２８番地
稲 田 力 藏

〃

西予市城川町遊子谷１３０２、
１３０６、１３５６、１８０２の１、
１８０２の２

北宇和郡三間町大字宮野下甲
１１６番地４
浦 部 勝 二

〃

西予市城川町遊子谷１３０７
東宇和郡惣川村８番戸

井 上 竹 光
〃

西予市城川町遊子谷１３１３
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１３０番戸
河 野 喜三六

〃

西予市城川町遊子谷１３１７、
１３１８

東宇和郡城川町大字遊子谷イ
１３１番戸
河 野 亀 吾

〃

西予市城川町遊子谷１３３６
西予市城川町遊子谷２３８９番地
２
浦 部 有 毅

〃

西予市城川町遊子谷１３７５
松山市桑原一丁目４番６号

浦 部 有 毅
〃

西予市城川町遊子谷１３９２
東宇和郡城川町大字遊子谷７
番耕地５９番地
矢 野 照 子

〃

西予市城川町遊子谷１４１４
奈良縣山邊郡郡介野村大字白
石６６番屋敷
乾 タカヲ

〃

〃
東宇和郡横林村大字予子林２
番耕地２０９番地
亀 田 コ マ

〃

〃
東宇和郡下宇和村大字比畠１７９
番戸
松 本 ミサヲ

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１７５番地
村 上 傳 吉

〃

西予市城川町遊子谷１４６７
東宇和郡城川町大字遊子谷７
番耕地１８２番地
岡 キナ子

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷７
番耕地１８２番地
岡 賢 市

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷７
番耕地１８２番地
岡 詔 子

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷８
番耕地７５番地３
河 野 富美子

〃

西予市城川町遊子谷１４６８
東宇和郡横林村大字予子林２７３
番戸
横 田 彌 平

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
７番耕地８４番地
河 野 常 義

〃

西予市城川町遊子谷１４７２
東宇和郡横林村大字予子林７
番耕地５０５番地１
清 水 安兵衛

〃

西予市城川町遊子谷１４７３
東宇和郡横林村大字予子林７
番耕地５５４番地
上 田 義 明

〃

西予市城川町遊子谷１４８５
の１から１４８５の３まで

東宇和郡横林村大字予子林７３９
番地
横 田 音 治

〃

西予市城川町遊子谷１４８８
東宇和郡横林村大字予子林７
番耕地７１２番地
横 田 優 壽

〃

西予市城川町遊子谷１５０８
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１３７番戸
井 上 �太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１２８番戸
稲 田 柳 吾

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３４番戸
岡 亀太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
イ１３１番戸
河 野 亀 吾

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１２７番戸
河 野 市太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３５番戸
河 野 善 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１２６番戸
細 川 浅太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３６番戸
山 本 弥惣治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３１番戸
小 川 鉄太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１２５番戸
小 野 大三郎

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１４８番戸
小 野 寅 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
７番耕地１７４番地
須 上 長 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１４７番戸
西 川 コ メ

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地１５６番地
大 崎 カ ヤ

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１４３番戸
大 上 福太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
６番耕地６９番地
棟 田 安 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３９番戸
棟 田 音 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３９番戸
棟 田 福 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１３８番戸
冨 永 柳 吉

〃

西予市城川町遊子谷１５４２
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１番耕地４３６番地
別 宮 泰

〃

西予市城川町遊子谷１７８９、
１８０４、１８０７

東宇和郡野村町大字釜川３番
耕地１８７番地
井 上 昌 男

〃

〃
東宇和郡野村町大字釜川３番
耕地２７４番地
五 藤 殷 範

〃

〃
東宇和郡野村町大字釜川３番
耕地２２９番地
大 本 健 一

〃
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西予市城川町遊子谷１８１７
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地３１７番地
須 上 定 子

〃

西予市城川町遊子谷１８４２
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
１番耕地１９２番地
松 本 寅 一

〃

西予市城川町遊子谷１９４８
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地２２２番地
今 井 正 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地２２１番地
今 井 登

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地４２８番地
山 本 義 満

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
５番戸
山 本 寿 宝

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１３１番地１
山 本 寅 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１３０番地
竹 田 繁 一

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１９１番地
中 田 初 美

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地３０５番地
藤 田 熊 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地３０９番地
藤 内 藤 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地２６０番地
冨 城 常三朗

〃

西予市城川町遊子谷１９４９
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地２２２番地
今 井 正 市

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地２２１番地
今 井 登

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地４２８番地
山 本 義 満

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番戸
山 本 寿 宝

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１３０番地
竹 田 繁 一

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１９１番地
中 田 初 美

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地３０５番地
藤 田 熊 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地２６０番地
冨 城 常三朗

〃

西予市城川町遊子谷１９４９、
１９５２

東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１３１番地１
山 本 寅 吉

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地３０９番地
藤 内 藤 吉

〃

西予市城川町遊子谷１９５２
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地４３９番地
三 瀬 金 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地３４８番地
三 瀬 道三郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷３１
番戸
須 本 九三郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地３１５番地１
石 井 松太郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷３０
番戸
檮 川 一 郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地４４１番地
濱 遊 正 一

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地３７８番地
濱 遊 直 一

〃

西予市城川町遊子谷１９８０
の１

東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地６２番地
山 本 学

〃

西予市城川町遊子谷１９９１
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番戸
山 本 平 治

〃

西予市城川町遊子谷１９９９
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１９１番地
中 田 茂

〃

西予市城川町遊子谷２００４
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地６２番地
山 本 壽

〃

西予市城川町遊子谷２０１３
東宇和郡城川町大字嘉喜尾
３８２２番地
春日神社

〃

西予市城川町遊子谷２０２０
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
１番耕地１５０番地２
松 浦 一 洋

〃

西予市城川町遊子谷２５３１
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
５番耕地１０６番地
澤 田 俊 輔

〃

西予市城川町遊子谷２５５３
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
２番耕地３９８番地
岡 本 喜�男

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
２番耕地３０４番地
山 田 正

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
２番耕地３８０番地
増 田 利 雄

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
２番耕地２７６番地
駄 場 弘

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
２番耕地３８５番地
平 井 國 利

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
２番耕地３２２番地
矢 野 寛 一

〃

西予市城川町遊子谷２５５３、
２８７０、城川町野井川３４の
１、４０

奈良県大和郡山市小泉町３１４１
番地の４４
浦 田 達 �

〃

西予市城川町遊子谷２５８５
の１、２５９２

福岡県北九州市門司区片上町
２番２３号
松 浦 光 栄

〃

西予市城川町遊子谷２５８６
の１、２５９３、２５９４の１、
２５９４の２

東宇和郡城川町大字遊子谷
３４６５番地
松 浦 光 栄

〃

西予市城川町遊子谷２５９５
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
２番耕地１３７番地
細 川 武 美

〃

西予市城川町遊子谷２６０４、
２６０５、２６１２

宇和島市中央町二丁目５番３
号
株式会社丸之内

〃

西予市城川町遊子谷２６１７
京都市北区等持院西町５８番地

石 船 昇
〃

西予市城川町遊子谷２６３０、
２７９０

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
２番耕地４１２番地２
大 戸 福四郎

〃

西予市城川町遊子谷２６４４、
２６４５

大阪府大阪市大正区鶴町三丁
目２１番１５号
稲 葉 聡

〃

西予市城川町遊子谷２６５６
大阪市西成区津守一丁目５番
２５号
稲 葉 聡

〃

西予市城川町遊子谷２６６３、
城川町野井川６６

東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地１８８番地
石 船 宇 吉

〃

西予市城川町遊子谷２６７５
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地３３１番地
清 水 政 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地４３８番地２
清 水 惣 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４６
番戸
清 水 定 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４６
番戸
清 水 末 光

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地４４４番地１
村 上 清

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地２４８番地
田 渕 ク ラ

〃
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〃
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地４０７番地
田 渕 喜 市

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１０
番耕地４４６番地２
白 滝 ス ガ

〃

西予市城川町遊子谷２６８０
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地１３８番地
細 川 清 �

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地１２２番地
小 川 初 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地３８５番地２
平 井 宇一郎

〃

西予市城川町遊子谷２６８０、
３７５５の１、３７５５の２

松山市美沢二丁目７番６号

浦 部 公 夫
〃

西予市城川町遊子谷２６８１
大阪市大正区鶴町三丁目２１番
１５号
稲 葉 聡

〃

西予市城川町遊子谷２６９８、
２７０５の１

松山市東石井町７２８番地

岡 本 信 二
〃

西予市城川町遊子谷２７０４、
２８０４

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
２番耕地１８８番地
石 船 宇 吉

〃

西予市城川町遊子谷２７５９
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
２番耕地１８７番地２
石 船 宇 吉

〃

西予市城川町遊子谷２７９５、
城川町野井川３１

東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地４１２番地２
大 戸 福四郎

〃

西予市城川町遊子谷２７９９、
城川町野井川６５

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
４４番戸
石 舩 繁 治

〃

西予市城川町遊子谷２８０１
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地７３番地
稲 葉 キヌヱ

〃

西予市城川町遊子谷２８０２、
２８０３

香川県善通寺市稲木町１０１６番
地ブライトプラッツＢ－２０１
稲 葉 護

〃

西予市城川町遊子谷２８２１、
２８２４、２８２５

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
２番耕地１８７番地２
津 野 宇 吉

〃

西予市城川町遊子谷２８２２、
２８３４の１から２８３４の４ま
で、２８３９の１、２８３９の２、
４０１１、４０４０、４０４１の１、
４０４４の１、４０４４の２

茨城県つくば市観音台１丁目
３番地１１
中 井 信

〃

西予市城川町遊子谷３４０４
北宇和郡津島町岩松甲８１０番
地
太 田 フミ子

〃

西予市城川町遊子谷３６２５、
３６２７

�島縣�島市佐古町一丁目３１８
番地
冨 永 重 吉

〃

西予市城川町遊子谷３６３３、
３６４６、３７１１

東宇和郡城川町大字遊子谷１２８
番戸
稲 田 力 藏

〃

西予市城川町遊子谷３６３５、
３７０８

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
３番耕地１６７番地１
中 山 福一郎

〃

西予市城川町遊子谷３６４４
東宇和郡野村町大字野村１２号
３２３番地
山 崎 文 明

〃

西予市城川町遊子谷３６７１、
３７６８の１

東宇和郡遊子川村大字遊子谷
４番耕地７２番地１
松 本 常 義

〃

西予市城川町遊子谷３６７４
の２

東宇和郡遊子川村大字野井川
１２番耕地１９８番地
瀧 野 秀 六

〃

西予市城川町遊子谷３７０６
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地１１５番地
厚 朴 寅 藏

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地７２番地１
高 橋 定 明

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地８０番地
三 瀬 喜代一

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地１２１番地
三 瀬 義 経

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地５５番地
三 瀬 虎 夫

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地３９４番地
西 村 爲 好

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地４８１番地
増 田 喜�男

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地３５５番地
大 野 キクヨ

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地１３６番地
谷 村 一 男

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地１３３番地
中 井 永三郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地７３番地
中 川 啓 夫

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地１２９番地
中 島 春 吉

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地１１７番地
中 平 弘

〃

西予市城川町遊子谷３７０６、
４０１２

東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地４３９番地
大 野 尚 繁

〃

西予市城川町遊子谷３７１９
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１１番地４
大 塚 佳 代

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１１番地４
大 塚 徹

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１１番地４
大 塚 展 子

〃

〃
東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地１１番地４
大 塚 平

〃

西予市城川町遊子谷３７２２、
４０１６

東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地４８２番地
大 � 益 栄

〃

西予市城川町遊子谷３７３１
の１

大阪府堺市竹城台２丁１番２３
－１０４号
大 野 輝 美

〃

西予市城川町遊子谷３７４５
の１

東宇和郡城川町大字遊子谷４
番耕地３５５番地
木 原 敏 勝

〃

西予市城川町遊子谷３７５０
の１、３７５０の２

松山市山越二丁目１０番３０号

三 瀬 裕 之
〃

西予市城川町遊子谷３７５７
大阪市生野区北生野町二丁目
８８
寺 西 太平治

〃

西予市城川町遊子谷３８９４
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
４番耕地４８２番地
大 � 益 栄

〃

西予市城川町遊子谷３９０４
東宇和郡土居村大字窪野９４番
戸
笹 岡 浦 治

〃

西予市城川町遊子谷３９８６、
４００８の１、４００８の２、
４００９、４０１４、４０２９

大阪府堺市竹城台弐丁１番２３
－１０４号
大 野 輝 美

〃

西予市城川町遊子谷３９８７
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地３５５番地
木 原 敏 勝

〃

西予市城川町遊子谷３９９９
の１、３９９９の２

東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地３０５番地
藤 田 義 明

〃

〃
栃木県宇都宮市平松本町７９３
番地１３今井ハイツＣ棟２０１号
藤 田 義 明

〃

西予市城川町遊子谷４００５
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地５５番地
三 瀬 � 義

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地３６６番地１
上 野 勝 義

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地３９４番地
西 村 爲 好

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地４８２番地
大 崎 タケ子

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地１３６番地
谷 村 一 男

〃
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〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地１３３番地
中 井 光 明

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
４番耕地７３番地
中 川 啓 夫

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地１２９番地
中 島 春 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
４番耕地７２番地
� 橋 定 明

〃

西予市城川町遊子谷４００７
の１、４００７の２、４１２３、
４３６４

東宇和郡城川町大字遊子谷
４２５４番地
三 瀬 虎 夫

〃

西予市城川町遊子谷４０３２
の１、４０３２の２

東宇和郡野村町大字河西１０８８
番地
宇都宮 茂 三

〃

西予市城川町遊子谷４０３３
の１

東宇和郡城川町大字野井川８２０
番地
山 崎 愼 之

〃

西予市城川町遊子谷４０３３
の２

東宇和郡城川町大字野井川８２０
番地
山 崎 慎 之

〃

西予市城川町遊子谷４０６２
の１

東宇和郡城川町大字魚成３６４４
番地
兵 頭 悦 子

〃

西予市城川町遊子谷４３３５
東宇和郡城川町大字遊子谷
２２３６番地
今 井 正 市

〃

西予市城川町遊子谷４３４５
東宇和郡黒瀬川村大字遊子谷
５番耕地６８番地
橡 木 亀 男

〃

西予市城川町遊子谷４３４７
東宇和郡城川町大字遊子谷
２３９４番地
中 山 壽

〃

西予市城川町遊子谷４３４８、
４６３１

東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地６８番地
橡 木 亀 男

〃

西予市城川町遊子谷４３５３、
４３５８

東京都東大和市立野三丁目
１２９３番地１０
大 野 清 光

〃

西予市城川町遊子谷４４５３
東宇和郡城川町大字遊子谷１１８
番戸
吉 岡 チ ヱ

〃

西予市城川町遊子谷４５１０、
５０３１、５０３７、５０４９

東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地８５番地２
細 川 貞 直

〃

西予市城川町遊子谷４５１６、
４５２９の１、４５３０、５００５

東宇和郡城川町大字遊子谷
４５６３番地
中 川 高 利

〃

西予市城川町遊子谷４５２９
の２、４５８８、４６４９、５００１、
５０２０の１、５０２０の２

東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地２５７番地
中 川 高 利

〃

西予市城川町遊子谷４５３２
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地１０６番地
中 原 大 吉

〃

西予市城川町遊子谷４５８６
の１、４５８６の２

大阪府守口市東光町一丁目２９
番地
柏 田 貞 夫

〃

西予市城川町遊子谷４６２６、
４６２７

兵庫県加古川市尾上町安田５６３
番地
池 田 マツヱ

〃

西予市城川町遊子谷４６８８
兵庫県加古川市尾上町安田５６３
番地
池 田 忠 孝

〃

西予市城川町遊子谷４７０９
松山市中村四丁目１番２４号

細 川 仁 美
〃

西予市城川町遊子谷４７２１
の１から４７２１の３まで

東宇和郡野村町大字高瀬３６６６
番地
藤 本 直 明

〃

西予市城川町遊子谷４７２２
の２、５０１５の１、５０１５の
２、５０３６

東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地１０２番地
吉 岡 末 廣

〃

西予市城川町遊子谷４８３３、
４８５０、４９６２

東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地３９９番地
高 田 綱 茂

〃

西予市城川町遊子谷４８４８
東宇和郡遊子川村大字遊子谷
５番耕地３９９番地
高 田 綱 茂

〃

西予市城川町遊子谷４９５２
東宇和郡城川町大字遊子谷
４４９３番地
細 川 貞 直

〃

西予市城川町遊子谷４９５５
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地１９９番地
� 田 綱 茂

〃

西予市城川町遊子谷５００２
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地３８２番地
矢 野 健 一

〃

西予市城川町遊子谷５０１３
の１、５０１３の２、５０１９の
１、５０１９の２

東宇和郡城川町大字遊子谷
４５６３番地
中 川 榮満子

〃

西予市城川町遊子谷５０１６
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地６８番地
橡 木 美惠子

〃

西予市城川町遊子谷５０２２
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地６５番地
居 坂 ナツヨ

〃

西予市城川町遊子谷５０３３
東宇和郡城川町大字遊子谷５
番耕地６８番地
橡 木 房 美

〃

西予市城川町遊子谷５０３９、
５０４０

松山市小栗町５０７番地

中 原 正 廣
〃

西予市城川町野井川１６、
４１、６１、６７、７５、７６、１５９

西予市城川町野井川２１０番地

水 本 春 喜
〃

西予市城川町野井川１７、
７６３

東宇和郡遊子川村大字野井川
２５番戸
冨 永 シケノ

〃

西予市城川町野井川２６、
２９１９

東宇和郡城川町大字野井川１２
番耕地８８番地２
長 山 繁治郎

〃

西予市城川町野井川２８
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１２番耕地８８番地２
長 山 � 義

〃

西予市城川町野井川３５の
１、３７

東宇和郡城川町大字野井川１２
番耕地８８番地２
長 山 � 義

〃

西予市城川町野井川３９、
２７９６

東宇和郡城川町大字野井川２５
番戸
冨 永 シケノ

〃

西予市城川町野井川４３、
９７、１０３、１１２、４４４、７６５、
２９２０の１、２９２０の２

東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１７８番地１
冨 永 和 子

〃

西予市城川町野井川４７
東宇和郡遊子川村大字野井川
４番耕地４６番地
中 城 周三郎

〃

西予市城川町野井川５４、
９９、１０４、１１３、１６１、４４３、
４６２、２７９７、３０６４の２

東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２番耕地１７８番地１
冨 永 和 子

〃

西予市城川町野井川５８、
６９、７１、８７

兵庫県伊丹市瑞ケ丘二丁目２
番地住友電工第一応心寮
福 浦 進 一

〃

西予市城川町野井川９８、
１００、１０５の１、１３６、２８２９

東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１６０番地１
水 口 幸

〃

西予市城川町野井川１０８
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
５１番戸
井 上 ツ ル

〃

〃
東宇和郡横林村大字予子林２８３
番地
岡 田 喜 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１６番戸
川 野 ヒ サ

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字野井川
４５番戸
冨 永 宇太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４５番戸
冨 永 亀太郎

〃

西予市城川町野井川１０９
東宇和郡遊子川村大字野井川
３５番戸
水 口 シ マ

〃

西予市城川町野井川１１７
東宇和郡城川町大字遊子谷２
番耕地３８０番地
増 田 孝

〃

西予市城川町野井川１２３、
２９７９、３０１９、３０２１、３０２７

東宇和郡城川町大字野井川
３３５４番地
元 山 一 吉

〃

西予市城川町野井川１２５、
４６３、７５０

東宇和郡遊子川村大字野井川
２番耕地８０番地
大 石 芳太郎

〃

西予市城川町野井川１３０
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１９番地
水 口 孝 一

〃

西予市城川町野井川１３７
東宇和郡城川町大字野井川８４
番戸
金 野 大 吉

〃

西予市城川町野井川４３６
東宇和郡遊子川村大字野井川
３３番戸
二 宮 良 吉

〃
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西予市城川町野井川４４１
の１

東宇和郡城川町大字野井川２５
番戸
富 永 シケノ

〃

西予市城川町野井川４４５
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地８０番地
大 石 宇 一

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川イ
４９番戸
露 口 ムマヨ

〃

西予市城川町野井川４４９
東宇和郡遊子川村大字野井川
２６番戸
�保田 平 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３番耕地３３番地１
窪 田 サ ダ

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字野井川
３０番戸
山 本 友三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１４番耕地１７５番地
水 口 菊 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２番耕地７３番地
西 岡 義 光

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４８番戸
田 中 滝三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
イ４９番戸
露 口 幸三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
イ２４番戸
壽 内 佐 市

〃

西予市城川町野井川４４９、
４５０

東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４１番戸
浦 部 長太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２７番戸
�保田 照 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２８番戸
宮 下 六太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１４番耕地２７３番地２
三 好 勝 馬

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３５番戸
水 口 鉄 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３６番戸
水 口 茂 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４０番戸
大 石 芳太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３番耕地９番地
二 宮 � 一

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３３番戸
二 宮 忠 吾

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３７番戸
八月一日 宮治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４５番戸
冨 永 宇太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２番耕地９番地
冨 永 角 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３１番戸
冨永 七五三松

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２５番戸
冨 永 多 作

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４９番戸
冨 永 峰一郎

〃

西予市城川町野井川４５０
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２６番戸
�保田 平 吉

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３番耕地３３番地
窪 田 サ ダ

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
３０番戸
山 本 友三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
２番耕地８３番地４
小 玉 ヱツノ

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字野井川
１４番耕地１７５番地
水 口 菊 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４３番戸
西 岡 義 光

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４８番戸
田 中 瀧三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４９番戸
露 口 幸三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
イ２４番戸
壽 内 佐 市

〃

西予市城川町野井川４６７
東宇和郡遊子川村大字野井川
２番耕地７８番地
大 石 ツユ子

〃

西予市城川町野井川４７１、
７５１

東宇和郡遊子川村大字野井川
３番耕地３３番地１
窪 田 サ ダ

〃

西予市城川町野井川６５２
東宇和郡遊子川村大字野井川
イ４９番戸
露 口 定 一

〃

西予市城川町野井川７１４
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地７８番地
大 石 ツユ子

〃

西予市城川町野井川７１７
東宇和郡城川町大字野井川１
番耕地１０番地２
中 川 時 光

〃

西予市城川町野井川７２３
西宇和郡保内町宮内６番耕地
１９７番地
菊 池 �美子

〃

西予市城川町野井川７３６
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地７８番地
大 石 庄三郎

〃

西予市城川町野井川７４３
東宇和郡遊子川村大字野井川
６７番戸
入 船 ト ヨ

〃

西予市城川町野井川７４５、
７６７の１、７６７の２、１５６８、
１７０１

東宇和郡城川町大字野井川６４８
番地
宇和城 嘉 �

〃

西予市城川町野井川７５８
東宇和郡遊子川村大字野井川
１４番耕地２０８番地
露 口 定 市

〃

西予市城川町野井川９３３
東宇和郡遊子川村大字野井川
４番耕地１８・１９番地合併地
井 上 幸

〃

西予市城川町野井川９３４、
９３８、９３９

東宇和郡遊子川村大字野井川
４番耕地２７２番地
入 江 六 助

〃

西予市城川町野井川９４０
東宇和郡城川町大字野井川４
番耕地１８・１９番地合併
井 上 幸

〃

西予市城川町野井川９９２
東宇和郡遊子川村大字野井川
４番耕地２９２番地２
� 山 ト ク

〃

西予市城川町野井川９９８、
２７８０

兵庫県尼崎市東園田町三丁目
５７番地７、２０２号
�保田 英 範

〃

西予市城川町野井川９９９
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
４番耕地１３３番地
冨 永 正 直

〃

西予市城川町野井川１０００
東宇和郡遊子川村大字野井川
４番耕地１３３番地
冨 永 トヨノ

〃

西予市城川町野井川１０２０
東宇和郡遊子川村大字野井川
６１番戸
辰 己 常 治

〃

西予市城川町野井川１０２１、
１０２５

東宇和郡遊子川村大字野井川
４番耕地２９２番地２
高 山 ト ク

〃

西予市城川町野井川１０３９
喜多郡五十崎町大字平岡甲４１
番地
吉 田 あかね

〃

〃
喜多郡五十崎町大字平岡甲４１
番地
吉 田 恭 章

〃

西予市城川町野井川１０５２、
１０５３

愛知県知多郡東浦町大字石浜
字三本松１番地１
大 石 ミサヲ

〃

西予市城川町野井川１０６９
東宇和郡城川町大字野井川８２４
番地
山 本 トミコ

〃
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西予市城川町野井川１０７８
大阪府堺市鳳東町弐丁２０１番
地
辰 巳 文

〃

西予市城川町野井川１０９１
大阪市東成区片江町一丁目２２
番地
山 崎 利 英

〃

西予市城川町野井川１１０５
松山市土居田町３３７番地

新 地 輝 喜
〃

西予市城川町野井川１１０８
東宇和郡城川町大字野井川４
番耕地４５番地１
新 地 登喜春

〃

西予市城川町野井川１３９５、
１４１３、１４１４、１４７５

東宇和郡城川町大字野井川
１４０５番地
一丁田 喜 武

〃

西予市城川町野井川１４５３
東宇和郡野村町大字野村１４号
２５５番地
元屋地 寛

〃

西予市城川町野井川１６２２
東宇和郡遊子川村大字野井川
６番耕地１４２番地
丸 山 熊

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字野井川
６番耕地１４２番地
丸 山 広之烝

〃

西予市城川町野井川１６６７
東宇和郡城川町大字窪野２３番
耕地４番地
増 田 美代子

〃

西予市城川町野井川１６６９
東宇和郡城川町大字窪野２３番
耕地４番地
増 田 純一郎

〃

西予市城川町野井川１６７１
東宇和郡城川町大字野井川２８９
番地
冨 永 龍 �

〃

西予市城川町野井川１６７２、
１７１４、１７３６、１９３８の１

東宇和郡城川町大字野井川
１４０２番地
一丁田 好 美

〃

西予市城川町野井川１６７９
東宇和郡黒瀬川村大字窪野２３
番耕地４番地
増 田 純一郎

〃

西予市城川町野井川１７１２
東宇和郡宇和町大字下松葉乙
１番地１１
丸 山 唯 男

〃

西予市城川町野井川１７１５
大阪市城東区諏訪一丁目１８番
９号
難 波 美穂子

〃

西予市城川町野井川１７２２、
１７２６

高知県高岡郡檮原村大字四万
川乙２０６７番地
市 川 重 市

〃

西予市城川町野井川１７３５
東宇和郡城川町大字窪野２３番
耕地１２９番地３
桂 木 憙 圜

〃

西予市城川町野井川１８５５
東宇和郡城川町大字下相２４１９
番地
二 宮 文 子

〃

西予市城川町野井川１８８１
大阪府吹田市佐竹台一丁目５
番Ａ２９－１１０号
元屋地 和 喜

〃

西予市城川町野井川１９０５
松山市北吉田町１２７８番地１

玉 井 重 利
〃

西予市城川町野井川２０９９
東宇和郡野村町大字野村第１２
号６３番地
大 本 博 三

〃

西予市城川町野井川２１４３
の２

東宇和郡城川町大字野井川８
番耕地１００番地
泉 幸 男

〃

西予市城川町野井川２１４５、
２１５５

東宇和郡城川町大字野井川８
番耕地１１５番地
山 本 ハナ子

〃

西予市城川町野井川２１７１
高知県南国市岡豊町八幡６１７
番地
有 友 百合子

〃

西予市城川町野井川２３３４
の１、２７３７、２７６０、２７６４、
２７７１

香川県丸亀市川西町南５８４番
地３サンハイツ矢野３０２号
佐 川 千鶴江

〃

西予市城川町野井川２３３４
の２

香川県丸亀市川西町南５８４番
地３（サンハイツ矢野３０２号）
佐 川 千鶴江

〃

西予市城川町野井川２３５２
の１、２３５２の２

東宇和郡城川町大字野井川
２２８５番地
山 本 ハナ子

〃

西予市城川町野井川２４１１
東宇和郡城川町大字野井川１２５
番戸
稲 田 利 市

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川１２６
番戸
佐 川 天照院

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川１０
番耕地９２番地
佐 川 兵四郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川１２２
番戸
佐 川 芳三郎

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川１２７
番戸
清 水 � 治

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川１０
番耕地７８番地
川 野 浜 惠

〃

西予市城川町野井川２７３５
新居浜市磯浦町１３番３２５号

山 本 成 樹
〃

西予市城川町野井川２７３８
の２、２７４２、２７６５、２７６６

今治市北日吉町一丁目１３番２７
号
佐 川 忠 雄

〃

西予市城川町野井川２７５２
松山市高砂町一丁目５番地１

長 山 常 喜
〃

西予市城川町野井川２７５３、
２７６９

東宇和郡城川町大字野井川
２４３８番地
志 摩 義 正

〃

西予市城川町野井川２７５６
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１２５番戸
稲 田 利 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
９番耕地２３番地
永 山 佐 七

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１２６番戸
佐 川 森 義

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１０番耕地９２番地
佐 川 兵四郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１２２番戸
佐 川 芳三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
８番耕地１１５番地
山 本 廣 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
９番耕地１５５番地
志 摩 清 盈

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１２７番戸
清 水 � 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
８番耕地１０９番地
西 村 喜四郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
８番耕地１０７番地
西 村 忠三郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１０番耕地７８番地
川 野 濱 惠

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
８番耕地１００番地
泉 亀 市

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
イ１１４番戸
中 城 駒 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
９番耕地６９番地３
中 川 留 治

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
１０５番戸
中 野 菊 雄

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
９番耕地９４番地
長 山 キ ヌ

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
９番耕地７１番地
渡 辺 清太郎

〃

〃
東宇和郡遊子川村大字野井川
６７番戸
入 船 亀太郎

〃

〃
東宇和郡黒瀬川村大字野井川
９番耕地２１番地
冨 永 亀 吉

〃

西予市城川町野井川２７５９、
２７６７

宇和島市日振島１９０８番地教職
員住宅
三 好 賢 一

〃

西予市城川町野井川２７６８、
２８２３

香川県丸亀市川西町南５８４番
地３（サンハイツ矢野３０２号）
佐 川 千鶴江

〃

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号
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２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

主伐に係る伐採種は、定めない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西予

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８１号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１３号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を

次のとおり定める。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を

成す内水面

３ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

４ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池並びに二級河川崩口川水系崩

口川及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと

連接して一体を成す内水面

５ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

６ 鹿野川ダムから下流の一級河川肱川水系肱川の本支流及びこれ

と連接して一体を成す内水面

７ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

８ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第３８２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、三島川之江港港湾施設の概要を次のと

おり公示する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８３号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、御荘港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３８４号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

西予市城川町野井川２７８３、
２８０１

愛知県大府市大府町雨兼７８番
地
窪 地 敏 明

〃

西予市城川町野井川２８０３、
２８０５

東宇和郡黒瀬川村大字野井川
８番耕地７８番地
中 城 ヤスノ

〃

西予市城川町野井川２８２２
東宇和郡遊子川村大字野井川
１０番耕地７８番地
川 野 政 光

〃

西予市城川町野井川２８３２
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１７２番地１
井 上 義 文

〃

〃
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１８０番地
�保田 セ イ

〃

〃
松山市大字祝谷甲７４３番地１

�保田 栄美子
〃

西予市城川町野井川２９２３
東宇和郡惣川村１３番耕地４２８
番地
磯 野 シ マ

〃

西予市城川町野井川２９２６
から２９２８まで、２９３１

東宇和郡城川町大字野井川３
番耕地５６番地２
冨 永 アサノ

〃

西予市城川町野井川２９５５
東京都小平市学園西町１６０５番
地
大 塚 惇

〃

西予市城川町野井川２９７５
東宇和郡遊子川村大字野井川
１２番耕地１９８番地
滝 野 ヱツノ

〃

西予市城川町野井川２９７７、
２９９１、３２１７

東宇和郡城川町大字野井川１２
番耕地１９８番地
滝 野 ヱツノ

〃

西予市城川町野井川３０６９
東宇和郡城川町大字野井川２
番耕地１７５番地
中 城 ヨ シ

〃

西予市城川町野井川３１５０
東宇和郡城川町大字野井川１３
番耕地１１番地
高 月 義 則

〃

西予市城川町野井川３１５１
東宇和郡遊子川村大字野井川
１３番耕地２０番地
眞 柴 松三郎

〃

西予市城川町野井川３１５２
東宇和郡遊子川村大字野井川
１８番戸
眞 柴 福 松

〃

西予市城川町野井川３１６５
松山市余土中四丁目３番２７号

山 崎 慎 之
〃

西予市城川町野井川３１７９、
３１９１、３１９２

東宇和郡城川町大字遊子谷１
番耕地２５１番地
中 山 壽

〃

西予市城川町野井川３１８５、
３２０５

東宇和郡城川町大字野井川１３
番耕地２０番地
眞 柴 松三郎

〃

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

緑 地

四国中央市三島中央一丁

目字陣屋１９３０番７０、２３３６

番

面積 ７，０７３平方メートル

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

物 揚 場
南宇和郡愛南町御荘平城

１番２１

延長 ９０．００メートル

水深 ３．５０メートル

護 岸
南宇和郡愛南町御荘平城

１番２２
延長 ２４．００メートル

泊 地
南宇和郡愛南町御荘平城

１番１７地先

面積 ６，０３０．８１平方メートル

水深 ３．５０メートル

野 積 場
南宇和郡愛南町御荘平城

１番１６、１番１８
面積 ２，１１０．３６平方メートル

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号
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県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

�愛媛県告示第３８５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第３８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第３８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第３８８号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０６００１５０ 七色ゆめ工房株式会社 西条市大野３９５番地１３ 高 正 剛 放課後等デイ
サービス

レインボーキッズメソ
ッド ２ 西条市大町６１０番地５ 平成２８年

３月１日

３８５０２００１６７ 株式会社まる 今治市菊間町浜１２７２番
地 貝 崎 哲 也 放課後等デイ

サービス ゆいまーる なっつ 今治市延喜甲２４９番４７
号

平成２８年
３月１５日

３８５０２００１７５ 合同会社発達の木 今治市菊間町浜６４８番
地 今 岡 健 一 放課後等デイ

サービス 発達みかんの木 今治市菊間町浜６８０番
地

平成２８年
３月１８日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人伊藤医院 ホームヘルパーステーション山ぼうし 愛媛県西条市飯岡字原之段１２８８番地２ 平成２８年２月１日 訪問介護

株式会社サン愛 介護プラザサン 愛媛県新居浜市�保田町一丁目８番１２
号 平成２８年２月１日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人伊藤医院 居宅介護支援事業所山びこ 愛媛県西条市飯岡字原之段１２８８番地２ 平成２８年２月１日 居宅介護支援

合同会社介護相談所ひめ 介護相談所ひめ 愛媛県西条市国安８１８ 平成２８年２月１２日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人伊藤医院 ホームヘルパーステーション山ぼうし 愛媛県西条市飯岡字原之段１２８８番地２ 平成２８年２月１日 介護予防訪問介護

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号
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�愛媛県告示第３８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第３９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第３９１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第３９２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

株式会社サン愛 介護プラザサン 愛媛県新居浜市�保田町一丁目８番１２
号 平成２８年２月１日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人 フラット 特定非営利活動法人フラット訪問介護
事業所 愛媛県今治市北宝来町三丁目１－１３ 平成２８年２月１日 訪問介護

有限会社 うらら うらら訪問介護サービス 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１７－
１８ 平成２８年２月２９日 訪問介護

ＮＰＯ法人ケア・サポート シーサイド 愛媛県今治市吉海町臥間４６番地２ 平成２８年２月２９日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人 フラット 特定非営利活動法人フラット訪問介護
事業所 愛媛県今治市北宝来町三丁目１－１３ 平成２８年２月１日 介護予防訪問介護

有限会社 うらら うらら訪問介護サービス 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１７－
１８ 平成２８年２月２９日 介護予防訪問介護

ＮＰＯ法人ケア・サポート シーサイド 愛媛県今治市吉海町臥間４６番地２ 平成２８年２月２９日 介護予防通所介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６００６６２ 株式会社絆 西条市中西４０４番地１ 秋 山 真 澄 生活介護 生活介護事業所 きず
な

西条市明屋敷３６３番地
１

平成２８年
３月１日

３８１１３００４７８ ＮＰＯ法人愛媛ワーキ
ングシフト

四国中央市寒川町４１１４
番地 進 藤 峰 生 就労継続支援

Ｂ型 ミヨーネファクトリー 四国中央市寒川町４１１４
番地

平成２８年
３月１日

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号

３０７
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�愛媛県告示第３９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２８年４月１日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

退 任

�愛媛県告示第３９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年４月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１３００３６１ ＮＰＯ法人愛媛ワーキ
ングシフト

四国中央市寒川町４１１４
番地 進 藤 峰 生 就労継続支援

Ａ型 ミヨーネファクトリー 四国中央市寒川町４１１４
番地

平成２８年
２月２９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 忠 幸 新居浜市新須賀町一丁目４番４４号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市立川町６４５番１１地先から

同町６４５番３地先まで

旧 ３．０～９．１ ０．３５４

一部廃止

新 ０ ０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線
新居浜市郷４丁目２４番９地先から

同市観音原町甲６番２４地先まで

旧 ７．５～２２．０ ０．７８９

一部廃止

新 ０ ０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町菅田字上除ケ丙８０７番２から

同町菅田字上除ケ丙８０８番３まで

旧 ７．１～１５．８ ０．０１６

新 １４．８～２３．０ ０．０１６

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号
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公安委員会規則

公営企業管理規程

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２８年４月１日

愛媛県公安委員会委員長 増 田 吉 利

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２８年４月１日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田乙３５４番５から

同市多田乙３４１番１地先まで
平成２８年４月１日

〃 〃
大洲市多田乙３４１番１０から

同市多田乙３４１番１地先まで
〃

改 正 後 改 正 前

別表第２（第９条の２関係） 別表第２（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

１～４６

省略

１～４６

省略

４６の２
県道壬生川丹原線

西条市丹原町今井３５２番５地先か

ら同町志川甲１０２４番４地先まで

４７～５１

省略

４７～５１

省略

５１の２ 県道東予港三津屋

線

西条市北条１２４５番１地先から同

市三津屋東３８番６地先まで

５２～１２２

省略

５２～１２２

省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号

３０９



雑 報

�公 告

西条発電所１号機リプレース計画に係る計画段階環境配慮書

及び同要約書の縦覧について

環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第３条の３の規定に基づ

き、次の対象事業について計画段階環境配慮書（以下「配慮書」と

いう。）を作成したので、「発電所の設置又は変更の工事の事業に

係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調

査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに

当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選

定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を

定める省令」第１３条の規定により、次のとおり公告し、配慮書及び

これを要約した書類（以下「配慮書等」という。）を縦覧に供する。

なお、この配慮書等について、環境の保全の見地から意見を郵送

により提出することができる。

平成２８年４月１日

四国電力株式会社

取締役社長 佐 伯 勇 人

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 四国電力株式会社

� 代表者の氏名 取締役社長 佐伯 勇人

� 主たる事務所の所在地 香川県高松市丸の内２番５号

２ 第一種事業の名称、種類及び規模

� 名称 西条発電所１号機リプレース計画

� 種類 汽力

� 規模 出力 ５００，０００キロワット

３ 第一種事業実施想定区域

西条発電所（愛媛県西条市喜多川８５３）、同発電所北側隣接埋

立地及び地先海域

４ 配慮書等の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁 環境政策課（愛媛県松山市一番町四丁

目４番地２）

西条市役所 環境衛生課（愛媛県西条市明屋敷１６

４番地）

西条発電所（愛媛県西条市喜多川８５３）

� 縦覧期間 平成２８年４月１日から平成２８年５月２日まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」

に規定する休日並びに閉庁日は除く。ただし、西

条発電所においては、縦覧期間の全日、縦覧可

能。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

５ 配慮書等についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書

に記載すべき事項

� 提出期限 平成２８年５月２日（月）まで（当日消印有効）

� 提出先 〒７６０―８５７３ 香川県高松市丸の内２番５号

四国電力株式会社 総合企画室 環境部 環境ア

セスメントグループ

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地）

イ 意見書の提出の対象である配慮書等に記載された対象事業

の名称

ウ 配慮書等についての環境の保全の見地からの意見（日本語

により、意見の理由を含めて記載すること。）

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるかご漁業（つつ、つぼ漁業を含み、

無動力漁船を除く。以下同じ。）について、次のとおり指示する。

平成２８年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 操業の制限

当該海域において、かご漁業を操業しようとする者は、使用す

る漁船ごとに別に定める取扱要領により愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。

ただし、試験研究又は実習等を目的としたもので委員会に届出

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

省略 省略

特別初診料
愛媛県立中央病院 １回 ５，０００円

特別初診料
愛媛県立中央病院 １回 ３，０００円

省略 省略

特別再診料 愛媛県立中央病院 １回 ２，５００円

省略 省略

注１～８ 省略

９ この表において「特別再診料」とは、許可病床数が２００床

以上の愛媛県立病院において行う再診（当該病院が他の病

院（許可病床数が２００床未満のものに限る。）又は診療所に

対して文書による紹介を行う旨の申出を行つていない場合

及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に行うものを

除く。）に係る特別の病院の料金をいう。

１０ 省略

注１～８ 省略

９ 省略

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号
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したものは、この限りではない。

２ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

３ 操業区域

操業を承認する区域は、共同漁業権漁場区域内とする。

４ 承認の備え付け等の義務

承認をうけた者は、操業の際は、承認証を当該漁船に備え付け

るとともに別に定める標識を船橋両側面に表示しなければならな

い。

５ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２８年４月１日から平成３０年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

次のとおり指示する。

平成２８年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� 真珠母貝養殖いかだの吊りかごの間隔は、８０センチメートル

以上とし、１吊り当たりのかご数は、１かごでなければならな

い。

� 真珠養殖いかだの吊りかごの間隔は、１メートル以上とし、

１吊り当たりのかご数は、１かごでなければならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２８年４月１日から平成３０年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県海域において竿つり及び手づり（船舶を使用して行うまきえ

づりを除く。）により水産動物を採捕する場合について、次のとお

り指示する。

平成２８年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� 次の区域においては、陸岸、防波堤、ふ頭その他工作物（以

下「陸岸等」という。）からのまきえづり（こませ籠の使用及

びだんご釣を含む。）を禁止する。ただし、漁業権者の同意が

ある場合は、この限りでない。

陸岸等に隣接する次の第３種共同漁業権（以下「第３種」と

いう。）の区域

共同漁業の
免 許 番 号 漁場の位置 漁業種類（漁業の名称）

燧共第５１号 今治市小島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第５２号 今治市小島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第５３号 今治市小島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第５４号 今治市小島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第６１号 今治市波方町大角鼻地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第９７号 越智郡上島町岩城島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第１１４号 今治市馬島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第１１５号 今治市馬島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第１１６号 今治市馬島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第１１７号 今治市馬島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第１１８号 今治市吉海町中渡島地先 第３種（つきいそ漁業）

燧共第１２７号 今治市関前小大下島明神地
先 第３種（つきいそ漁業）

伊共第６９号 伊予市地先 第３種（ぼら飼付漁業）

伊共第１１４号 西宇和郡伊方町正野地先 第３種（ぶり、たい、いさ
き飼付漁業）

宇共第２号 西宇和郡伊方町正野地先 第３種（ぶり、たい、いさ
き飼付漁業）

宇共第３３号 宇和島市御五神島地先 第３種（ぶり、さわら飼付
漁業）

� 赤土を用いる陸岸等からのまきえづりを禁止する。

２ 指示の有効期間

平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日まで

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、次のとおり指示する。

平成２８年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）における宝石さんごの採捕について、次の

とおり指示する。

平成２８年４月１日

愛 媛 県 報平成２８年４月１日 第２７６１号
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愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 定義

この指示において「宝石さんご」とは、アカサンゴ、モモイロ

サンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。

２ 採捕の制限

宇和海において、宝石さんごを採捕してはならない。ただし、

３に掲げる者が採捕する場合であって、愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けたときは、この限りで

ない。

３ 承認対象者

承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

� 試験研究の目的で宝石さんごを採捕しようとする者

� 宇和海において、平成２７年以前から宝石さんご漁業を営んで

いる者

� その他委員会が認めた者

４ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

５ 承認証の備え付けの義務

承認を受けた者は、宝石さんごを採捕しようとするときには、

承認証を対象漁船に備え付けなければならない。

６ 承認の制限、条件の変更又は採捕の停止

委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、

承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示することが

できる。

７ 承認の取消

委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは、

承認を取り消すことができる。

８ 意図しない混獲等による宝石さんごの所持又は販売の禁止

承認を受けないで採捕した宝石さんごの所持又は販売をしては

ならない。

９ 事務取扱要領

この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いに

ついては、委員会が別に定める。

１０ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

次のとおり指示する。

平成２８年４月１日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 本 多 義 雄

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事

が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ

イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は

検査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件のすべてに該当する場合以外は、してはならない。

ただし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場

合はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな
い。

２ 指示の期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

平成２８年４月１日 発行
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